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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆計画策定の経過◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

[平成１４年度] 

      ７月・庁議「策定方針」「策定要領」をまとめる 

・議会全員協議会「策定方針」「策定要領」について 

      ８月・まちづくりアンケート調査 

      ２月・おおいそ町民フォーラム「まちづくりと大磯町の将来像」 

        ・ホームページにて、まちづくりに対する意見募集 

      ３月・総合計画審議会「町民公募委員」選出 

[平成１５年度] 

      ５月・平成１５年度第１回総合計画審議会 

      ６月・基本構想のためのワークショップ（～７月） 

      ７月・町民対話集会「大磯町まちづくり基本計画等策定基礎調査報告書」の説明及び意見交換

（～８月） 

        ・小学校６年生、中学校３年生、１６歳～１８歳アンケート調査 

      ９月・庁議「基本構想（素案）」をまとめる 

・平成１５年度第２回総合計画審議会「基本構想」の諮問 

     １０月・総務企画常任委員会協議会「基本構想（素案）」について 

１１月・広報１１月号「基本構想（素案）」を掲載、意見募集 

        ・各種団体などから「基本構想（素案）」に対する意見募集 

        ・おおいそ町民フォーラム「基本構想（素案）」に対する意見募集 

     １２月・庁議「基本構想（案）」をまとめる 

・平成１５年度第３回総合計画審議会 

      １月・平成１５年度第４回総合計画審議会「基本構想（案）」の答申 

２月・総務企画常任委員会協議会「基本構想（案）」について 

・庁議「基本構想（案）」の最終審議 

３月・町議会本会議「大磯町第四次総合計画 基本構想」を議決 
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[平成１６年度] 

      ４月・庁議「前期基本計画策定方針及びスケジュール、ワークショップ」の説明 

６月・町民対話集会（～８月） 

      ７月・前期基本計画のためのワークショップ（～８月） 

     １１月・総合計画子ども会議（～１２月） 

        ・平成１６年度第１回総合計画審議会 

      １月・平成１６年度第２回総合計画審議会 

      ２月・平成１６年度第３回総合計画審議会 

        ・総務企画常任委員会「前期基本計画（素案）」について 

      ３月・広報３月号「前期基本計画（素案）」を掲載し、意見募集 

 

 [平成１７年度] 

      ４月・総務企画常任委員会「総合計画」について 

５月・「前期基本計画（素案）」に対し各種団体から意見募集 

  ・総務企画常任委員会「総合計画」について 

      ６月・町民対話集会（～８月） 

        ・庁議「前期基本計画（案）」をまとめる 

      ７月・平成 17 年度第１回総合計画審議会「前期基本計画（案）」の諮問 

      ８月・平成 17 年度第２回総合計画審議会 

        ・総務企画常任委員会協議会「前期基本計画（案）」について 

     １１月・総務企画常任委員会「前期基本計画（案）」について 

・平成 17 年度第３回総合計画審議会「前期基本計画（案）」の答申 

      ２月・総務企画常任委員会「前期基本計画（案）」について 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆大磯町総合計画審議会設置規則◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
（昭和42年６月20日大磯町規則第１号） 

（趣旨） 

第１条 

 この規則は、大磯町附属機関の設置に関する条例（昭和30年大磯町条例第16号）第３条の規定により大

磯町総合計画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 

 審議会は、町長の諮問に応じて、大磯町総合計画の策定その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。 

（組織） 

第３条 

 審議会は委員14人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。 

 (1)町教育委員会の委員                      １人 

 (2)町農業委員会の委員                      １人 

 (3)町の区域内の公共的団体の役員及び職員  ８人以内 

 (4)学識経験を有する者                      ２人以内 

 (5)公募町民                                ２人以内 

（委員の任期） 

第４条 

 委員の任期は、３年とする。ただし、再任することができる。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 

 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 

 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（委任規定） 

第７条 

 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

    附 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年４月１日から適用する。 

    附 則（省略） 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆総合計画審議会委員名簿◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 

会 長 石 川   旺  学識経験者 

職務代理 関  野 好  一  大磯町区長連絡協議会 

委 員 澤   愛 子  大磯町教育委員会 

〃 二梃木 治 雄  大磯町農業委員会 

〃 西 海 榮喜繁  大磯町社会福祉協議会 

〃 井 上 浩 吉  大磯町商工会 

〃 田 城 富士生  湘南農業協同組合 

〃 加 藤   孝  大磯町漁業協同組合 

〃 原 田 好 夫  大磯町青少年指導員連絡協議会 

〃 曽 根 伸 子  大磯町体育指導委員協議会 

〃 杉 崎 英 雄  大磯町消防団 

〃 簑 島 敏 明  学識経験者 

〃 植 地 勢 作  公募町民 

〃 早 野 容 子  公募町民 

前委員 清 水 弘 子  大磯町議会議員 

〃 坂 田 よう子  大磯町議会議員 

〃 井 上   孝  大磯町教育委員会 

〃 東 倉 康 二  大磯町教育委員会 

〃 二 宮   寛  大磯町農業委員会 

〃 木 村   實  大磯町区長連絡協議会 

〃 大 胡 政 男  大磯町社会福祉協議会 

〃 真 間 直 次  大磯町漁業協同組合 

（敬称省略） 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆基本構想（案）諮問◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

                             磯 企 第 １３ 号 

                             平成１５年９月２５日 

 

 大磯町総合計画審議会 

 会長 石 川  旺 殿 

 

                                 大磯町長 三 澤 龍 夫 

 

大磯町第四次総合計画基本構想（案）について（諮問） 

 

 大磯町第四次総合計画基本構想（案）を次のとおり定めたので、大磯町総合計画審議会設置規則に基づき

貴会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

１．大磯町第四次総合計画基本構想（案）   別冊 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆基本構想（案）答申◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 

 

 

 

                                   平成１６年１月３０日 

 

 大磯町長 三 澤 龍 夫 殿 

 

 

                                        大磯町総合計画審議会 

                                                   会 長 石 川  旺  

 

 

大磯町第四次総合計画基本構想（案）について（答申） 

 

 平成 15 年９月 25 日付け磯企第 13 号をもって諮問のありました「大磯町第四次総合計画基本構想(案)

について、当審議会において慎重に審議した結果、その内容は概ねふさわしいものと評価し、ここにその

旨を答申します。 

 なお、計画の推進にあたっては、下記の事項に十分留意されるよう要望します。 

 

 

記 

 

１. 基本構想の将来像である「紺碧の海に緑の映える住みよい大磯」を基本にすえ、各目標の実現に十分

留意されるよう要望する。 

 

２. 基本構想の目標を達成するには、町づくりの主体である町民の理解と協力が必要であり、町民の積極

的な参画による計画の推進を図ること。 

 

３. 計画の推進にあたっては、少子・高齢社会の進行や人口減少などの社会経済情勢の急激な変化に柔軟

に対応し、健全な財政運営に万全を期すとともに、創意と工夫により事業の効果が最大限に発揮される

よう努力すること。 

 

４. 基本構想によって示された将来図及び施策の大綱を具体化する計画である「基本計画」について、速

やかに策定するとともに、計画策定の過程で寄せられた町民及び審議会の意見要望が十分反映されるよ

う特段に配慮されたい。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆前期基本計画（案）諮問◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

                              磯 企 第 １０ 号 

                              平成１７年７月６日 

 

 大磯町総合計画審議会 

 会長 石 川  旺 殿 

 

                                          大磯町長 三 澤 龍 夫 

 

大磯町第四次総合計画前期基本計画（案）について（諮問） 

 

 大磯町第四次総合計画前期基本計画（案）を次のとおり定めたので、大磯町総合計画審議会設置規則に基

づき貴会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

１．大磯町第四次総合計画前期基本計画（案）   別冊 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆前期基本計画（案）答申◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 

 

 

 

平成 17 年 11 月 24 日 

 

 

大磯町長 三 澤 龍 夫 殿 

 

 

大磯町総合計画審議会 

会 長 石 川  旺 

 

 

大磯町第四次総合計画前期基本計画（案）について（答申） 

 

 平成 17 年７月６日付け、磯企第 10 号で諮問のありました、大磯町第四次総合計画前期基本計画（案）

について、本審議会において慎重に審議した結果、次のとおり答申します。 

 

記 

 

 平成 15 年度に策定された大磯町第四次総合計画基本構想では、まちの将来像を「紺碧の海に緑の映え

る住みよい大磯」とし、その実現に向けて、「自然とくらしとの共生」と「手づくりと創造」を基本理念

に掲げ、５つのまちづくりの目標を定め、各施策の大綱を示された。 

今回諮問された「大磯町第四次総合計画前期基本計画（案）」は、人口減少、少子高齢化、環境共生、

情報化、住民ニーズの多様化、地方分権など社会経済環境の変化や厳しい財政状況を見据えた上で、基本

構想や目標に沿った５年間の具体的な取り組みが示されており、適切であると判断する。 

 なお、今後の計画推進にあたっては、次の事項について配慮されることを要望します。 

 

1. 基本計画に基づいた事業の実施については、将来を見据えて優先すべき事業を慎重に選定し、財政と

の整合を図りつつ実施するよう要望する。 

特に下水道については、今回の基本計画策定に先行して平成 18 年度から 6 年間に渡る新規事業認可

申請手続きが進行している。この新規事業は西部地区への延伸・普及のためであり、平成１７年度まで

の年間事業規模を継続しているが、この 6 年間の終了後は大幅に事業が縮小されるものと行政の説明を

受けた。平成 24 年度以降の明確な計画を早急に立案するよう要望する。 

 

2. 総合計画の推進には、全町民の理解と協力、積極的な参加が必要であり、まちづくりの指針となる計

画を周知し、町民参加によるまちづくりを積極的に推進されたい。 

特に自然の保護については、大磯の町の自然の大部分が私有財産であることに鑑み、保全のために行

政として各種施策、条例などによる積極的な関与を要望する。 

 

3. 多様化する行政ニーズ、少子・高齢社会の進展など、社会の急激な変化に柔軟に対応し、必要に応じ

た弾力的な運用や計画の見直しを図られたい。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆策定における町民参加◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・大磯町まちづくりアンケート・10 代の若者へのアンケート 

 無作為に抽出した 1,500 人の町民を対象に町の将来像や今後のまちづくりのあり方などについての

アンケートを 2002 年 8 月に行いました。（回収率：33.8%） 

また、大磯町立の小学校、中学校に通う小学 6 年生と中学 3 年生全員、無作為に抽出した 16 歳～

18 歳の若者 300 名、合計 836 人を対象に 2003 年７月に町に対して持っているイメージや将来像

などについてのアンケートを行いました。（回収率：小学生 96.7%、中学生 92.1%、16 歳～18 歳の

若者 28.3%） 

 

・おおいそ町民フォーラム 

 2003 年 2 月、おおいそ町民フォーラムを開催し、「まちづくりと 10 年後の大磯町の将来像」をテ

ーマに町内在住の 6 名をパネリストとして迎え、ディスカッションを行い、参加者にまちづくりに対す

る意見を求めました。 

 また、2003 年 11 月に第２回大磯町民フォーラムを開催し、基本構想の素案について参加者に意見

を求めました。 

 

・基本構想策定のためのワークショップ 

 まちづくりについての意見などを求め、基本構想に反映していくために、一般公募による 10 歳代～

80 歳代の町民 23 名の参加を得てワークショップを以下のとおり開催しました。 

 

  開催日 テーマ 参加者 

第 1 回 2003 年 6 月 7 日（土） 人口等からみたまちの将来像 10 名 

第 2 回 2003 年 6 月 21 日（土） くらしからみたまちづくり 17 名 

第 3 回 2003 年 7 月 5 日（土） 将来めざすまちづくり 19 名 

第 4 回 2003 年 7 月 19 日（土） 個性あるまちづくり 16 名 

 

・町民対話集会 

 200３年度の町内 24 地区での対話集会（毎年度実施）で、まちづくりの基礎的な資料となる「ま

ちづくり基本計画等策定基礎調査報告書」の説明をし、参加者に意見を求めました。 

 また、2004 年度、2005 年度の町民対話集会での意見を前期基本計画に反映させました。 

 

・前期基本計画策定のためのワークショップ 

今後のまちづくりに対する意見や提案を求め、前期基本計画に反映していくために、一般公募による

町民 22 名の参加を得て、ワークショップを開催しました。 

 このワークショップは「子育て支援、生きがい対策、保健、福祉」「観光、産業」「生涯学習、文化・

ポーツ活動、学校教育」「防犯、防災、交通」の４つのテーマに分かれ、町職員も参加して検討を重ねま

した。 

ここで話し合われたことは、「大磯町第四次総合計画 基本計画 ワークショップ 参加者からの提言」

として、2004 年９月 21 日（火）、町長へワークショップの成果として報告されています。 
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  開催日 テーマ 検討項目 

第 1 回 2004 年 7 月 3 月（土） 

・各分野における「良い

ところ」「良くないとこ

ろ」の抽出 

第 2 回 2004 年 7 月 17 月（土） 
・各分野における問題点

や課題点抽出 

第 3 回 2004 年 7 月２４月（土） 

・中間発表及び問題点か

ら導き出される方向性

の検討 

第 4 回 2004 年８月７月（土） 

●子育て支援、生きがい対策、保健、副祉（５名） 

●観光、産業（７名）              

●生涯学習、文化･スポーツ活動、学校教育（5 名） 

●防犯、防災、交通（5 名） 

・具体的に実施する施策

や事業(役割分担含め）

の検討 

※テーマごとに参加者５名、７名、５名、５名に分かれ、グループワークを進めた。 

 

・総合計画子ども会議 

 大磯町の将来を担うべき子どもたちから幅広く自由な意見を聞くため、大磯町立大磯小学校、大磯

町立国府小学校、大磯町立大磯中学校、大磯町立国府中学校の生徒を対象に、総合計画子ども会議を

開催しました。日頃困っていること・問題になっていることや町に対する改善点・要望、また、それ

らに対して自分たちがしていかなければならないことなどの自由な意見を求めました。 

 

  開催日 開催場所 参加者 

第 1 回 2004 年 11 月８日（月） 大磯町立国府小学校 6 名 

第 2 回 2004 年 12 月 7 日（火） 大磯町立大磯小学校 7 名 

第 3 回 2004 年 12 月 15 日（水） 大磯町立大磯中学校 8 名 

第 4 回 2004 年 12 月 16 日（木） 大磯町立国府中学校 10 名 

 

・各種団体との意見交換 

 基本構想、基本計画策定にあたり、それぞれ 2003 年 11 月、2005 年 5 月に、福祉、環境など

の市民活動団体やボランティア団体に意見を求めました。 
 

・パブリックコメント 

 町民の意見を広く反映させるため、前期基本計画素案に対し､2005 年広報 3 月号に「前期基本計

画素案」を掲載し、意見を募集しました。 
 

 


